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日 曜 ＳＧＫ                    行  事  等 

２ 月  二測定（３年）  委員会活動 

３ 火  二測定（２年）                     心の教室相談〔8：30～12：30〕 

４ 水 ○ ６時限授業（３～６年）  二測定（１年） 

５ 木 ○ 避難訓練（大阪８８０万人訓練） 

６ 金 ○ 諸費振替日①                           放課後サポートＤａｙ 

７ 土  たけピーひろば（防災講座） 

９ 月  クラブ活動 

１０ 火  児童集会                       心の教室相談〔13：00～17：00〕 

１１ 水 ○ ６時限授業（３～６年） 

１２ 木 ○ 諸費振替日② 

１３ 金 ○ 放課後サポートＤａｙ 

１６ 祝  敬老の日 
１７ 火  児童集会                        心の教室相談〔8：30～12：30〕 

１８ 水 ○  

１９ 木 ○ 放課後サポートＤａｙ 

２０ 金 ○ 運動会係活動①  現金徴収日 

２１ 土  たけピーひろば（グランドゴルフ）  留守家庭児童会開室 

２３ 祝  秋分の日  ＰＴＡ校内美化活動  ＰＴＡ役員会・運営委員会 
２４ 火  運動会係活動②（３・４年 ５時限授業）     心の教室相談〔13：00～17：00〕 

２５ 水 ○ ６時限授業（３～６年） 

２６ 木 ○ 運動会全体練習① 

２７ 金 ○ 運動会全体練習①（予備日）                  放課後サポートＤａｙ 

３０ 月  運動会全体練習②  運動会係活動③（４年 ５時限授業） 

１０月の主な行事予定 

１ 火  運動会全体練習②（予備日）           心の教室相談〔8：30～12：30〕 

２ 水 ○  

３ 木 ○ 放課後サポートＤａｙ 

４ 金  運動会前日準備〔１～４年：給食後、４年代表委員･５･６年：５ｈ 終了後下校〕 

５ 土  第４８回運動会 

６ 日  第４８回運動会予備日 

７ 月  代休 

８ 火  運動会前日準備予備日  諸費振替日①   心の教室相談〔13：00～17：00〕 

９ 水  ６時限授業（３～６年）  運動会予備日 

令和元年度 ９･10月行事予定 

 招提小だより 
令和元年度 枚方市立招提小学校 学校だより 家庭数配付 

第７号 

令和元年 ９月 ２日 

校長  喜多 一友 

９月になりました。２学期が始まり、１週間が経ちました。８月２６日の始業式の日の朝、登校する

子どもたちの「おはようございます」の挨拶の声も少し元気がなかったのですが、その後、クラスメー

トと一緒に元気に学校生活を送っている様子が伺え、「いつも元気な招提っ子」に戻り、ホッとしていま
す。たくさんの楽しい思い出ができた夏休みもあっという間に終わってしまったと感じている子どもも

多いかと思いますが、２学期は、１年間で一番長い学期で、運動会や遠足、山田池オリエンテーリング、

修学旅行等々、楽しみな行事もたくさんあります。また、季節の移り変わりを感じながら、勉強に運動
に頑張れる｢いい季節｣を迎えます。学校では引き続き『明るく･たくましく･考える』のめざす子ども像

の達成に向け、教職員一丸となって頑張ってまいります。各ご家庭におきましても、「基本的な生活習慣

の確立」「家庭学習の定着」に向けて、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

上記の行事予定にもありますよ

うに今学期から週に１回程度【放課後サポートDay】の取組を始めます。この取組は、

基礎的・基本的な学力の定着に課題のある児童を対象に放課後の時間を使って学力向上を

図ろうとするものです。学年ごとに教室に集まり、各学年の担任に加え、担任外や支援学

級担任の３～４名体制で指導していきます。宿題や授業中の課題の他に、既習事項のプリ

ントを使い学習します。対象となる児童には担任から声をかけます。サポートの日は下校

時刻が少し遅くなることをご了承ください。 

※予定は変更になる場合があります。 

学力向上に向けた取組【放課後サポートDay】 

左の写真は、始業式に私(校長)から子どもたちに示したもので、学校の玄関に掲示して 

います。 このテーマを達成するために特に２つのことを頑張ってほしいと話をしました。 

 それは、『いじめを絶対に許さない』 『場を清め(掃除を頑張る)』です。 

これまでにも、「仲間を大切にすること」や「思いやりの心をもつこと」等について子ども 

たちに話をしてきましたが、今回は直接的に「いじめ」という言葉を使って思いを伝えま

した。  国では、いじめに起因する自殺事案を契機として、平成２５年に 【いじめ防止対策推進法】 が成立し、施行され

ました。 この法に規定されたいじめの定義は、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」 とされていま

す。 発生場所は学校内外を問わず、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、「一方的なこと」「継続的に行わ

れていること」「深刻なこと」等に関係なく、表面的・形式的に陥ることがないよう、常にいじめられた児童の立場に立って

行うことが必要だということです。 

学校では、『いじめ防止基本方針』を策定（学校のホームページに掲載しています）し、いじめの未然防止、早期発見、

早期対応等の取組等について示し、推進を図っているところです。 子どもたちには、 

＊ 軽い気持ち、遊びの気持ちでやったことが、された人にとってはとても嫌な思いになることがある。 

＊ 冷やかしやからかい、悪口を言われる、仲間はずれ、たたかれるなど嫌な思いをするようなことがあった時 

には、先生やお父さん、お母さん、近くにいる大人に相談してください。 

＊ もし身近でいじめが起こっていたら、止めさせてください。そして、先生など大人に相談してください。 

といったことを伝えました。 いじめ問題については、家庭との連携・協力が不可欠だと考えます。 招提小学校の子ども

たちの心優しく、健やかに成長していくことを願い、『いじめを絶対に許さない』学校をめざします。 


